
２．

任期期間は会計年度に同じとする

補充選任された役員の任期はその前任者の残任期間とする

理事長に事故あるときは、その職を代行する

理　事 連盟の運営にあたる

７．

審判部長 １　名 審判部を統括し、審判運営にあたる

審判副部長 若干名 審判部長を補佐し、審判運営にあたる

１．

第８条 役員の任期は２年間とする、ただし再任は妨げない（2022～2023）

６．

副理事長

１　名

若干名

５．

会　計 １　名 会計処理にあたる

連盟を代表し、会務を総括する

理事長を補佐し連盟の運営にあたる

監　査 ２　名 会計監査を行う

３．

４．

第３条 連盟は、三鷹市在住又は在学の小学生にて構成されるクラブチームをもって構成する

第４条 連盟は、野球を通じて小学生の体位向上とアマチュア精神の育成と共に、お互いの親睦を

第５条 連盟は、前４条の目的達成するために次の事業を行う

第６条

野球規則の普及と徹底

図ることを目的とする

春季大会　・　夏季大会　・　秋季大会（市民大会）　・　派遣大会の開催

野球の普及と技術向上のための研究指導、併せて小学生の育成指導

１．

２．

３．

４． その他目的の達成に必要な活動

加盟団体は、理事会で承認されたクラブチームとする

第７条

１．

２．

連盟は下記の役員を置き、次の任務を遂行する

理事長

第２条 連盟の事務所は、三鷹市新川６－３７－１三鷹市体育協会事務所内に置く

三鷹市少年軟式野球連盟規約

第１条 この団体は、三鷹市少年軟式野球連盟（以下連盟）と称する



第１３条 連盟の会計年度は、１月１日に始まり同年１２月３１日に終わる

第１４条 連盟の大会運営を妨げる大会への参加は認めない（但し連盟派遣大会は除く）

第１５条 連盟規約に違反した場合は、理事会に於いて審議の上処分する

３． 理事会は、理事長が開催を必要とした時に招集する

　※出席者は第７条の役員とする

４． 全ての会議は、構成員の過半数の出席をもって成立し、議事の決議は出席者の３分２以上の

賛成をもって行う

第１１条 連盟の経費は、登録料　・　参加料　・　寄付金　・　その他の収入をもってこれにあてる

第１２条 登録料　・　参加料は毎年初頭の定期総会にて決定する

第１０条 会議は次の通り定め、理事長が招集し会議の議長にあたる

１． 定期総会は、会計終了後２ヶ月以内に開催し、連盟の事業及び予算・決算について討議する

　※出席者は第７条の役員及び各チーム代表者とする

２． 臨時総会は、理事又は理事会に於いて必要と認めた時に、理事長が招集する

　※出席者は第７条の役員及び各チーム代表者とする

５．

監査は、理事会にて推薦し総会で報告する

理事長　・　副理事長　・　会計は、理事の中から推薦により選出する

理事は、理事会に於いて推薦され、理事長が承認した者とする

審判部長　・　副審判部長は、審判部にて推薦し総会で報告する

第９条の各項は総会にて承認を受けるものとする

第９条 役員の選出は、下記の方法による

１．

２．

３．

４．



８．　大会規則

天候不良等による場合は負けチームの４回終了をもって試合成立とする（三部は３回）

（４） 棄　権

（４） 他大会 新人戦予選大会優勝チームを東京都学童軟式野球大会新人戦に推薦する

ジャビット三鷹予選大会優勝チームをジャビットカップ大会に推薦する

三鷹女子チームを各女子大会に推薦する

三鷹選抜チームを各選抜野球大会に推薦する

（１） 試合回数

　イニングには入らないこととする

④後攻チームが勝っていて攻撃中の場合は時間が経過した時点の打者で終了とし、負けて

　いる場合は３アウトになった時点で終了とする

（３） コールド

①試合開始の整列時に選手が９名揃わない場合は棄権とみなす

②無届で棄権した場合は理事会において協議し処分を決定する

（５） 延長戦 無死１・２塁で継続打順で行う。最大２回まで、以降抽選。抽選は最後のメンバー９名づつで

得点差による場合は、３回１５点、４回１０点、５回以降７点差で適用する

但し、一部決勝戦のみ５回以降７点差で適用する

（２） 試合時間 ①試合は９０分（決勝戦を含む全試合）とする。但し、三部は全て８０分とする。

②規定時間内で勝敗が決しない場合や（１）終了時点で勝敗が決しない場合は延長戦を

　行う　（下記（５）参照）

③試合時間は当日のグランド担当理事が計り、規定の試合時間を経過した時点で新しい

２０２２年度三鷹市少年軟式野球連盟大会開催要項

１．　大会開催及び上部団体派遣

（１） 春季大会 一部優勝チームを全日本学童軟式野球大会都予選に推薦する

一部準優勝チームを京王沿線学童軟式野球大会に推薦する

（２） 夏季大会 一部優勝チームを東京都知事杯争奪学童軟式野球大会に推薦する

２．　主　 催 三鷹市少年軟式野球連盟、三鷹市教育委員会、三鷹市体育協会（大会により異なる）

一部準優勝チームを東京都市町村学童軟式野球大会に推薦する

＊上部大会申し込み期日までに、推薦チームが決定していない場合は、抽選にて決定する

３．　後　 援 三鷹市教育委員会、三鷹市体育協会、三鷹市野球連盟（大会により異なる）

４．　主 　管 三鷹市野球連盟

６回戦　　　三部は５回戦

三部優勝チームを東京都知事杯ジュニアチャンピオンシップ大会に推薦する

（３） 秋季大会 三鷹市種目別スポーツ大会（市民大会）と兼ねて行う

一部優勝チームを東京都知事杯さわやか少年野球大会に推薦する

一部準優勝チームを赤い羽根共同募金少年野球大会に推薦する

５．　会 　場 大沢グランド　他

６．　開会式 原則として、春季大会のみ行う（年間総合開会式）

７．　種　 別 一部　（六年生以下）２０１０年４月２日以降に生まれた者（男女共）

二部　（五年生以下）２０１１年４月２日以降に生まれた者（男女共）

三部　（四年生以下）２０１２年４月２日以降に生まれた者（男女共）

　＊二部は参加チーム数が３チーム以下の場合は大会を行わない

先行チームから交互に打順通り行う。

投手は、延長戦直前の投手又はこの試合で登板していない者に限る

（６） タイム ①タイムを取り野手や監督が集まれる回数は３回までとする。

　延長戦の場合１イニングに付き１回とする

②１イニングで監督が２回ダイヤモンドへ入った場合は投手交代とする

（７） 補　則 明記していない事項に関しては、東京都軟式野球連盟の定めた規則を適用する



（５）

（０９０－３０４７－０３７８）北島

（３） 天候が回復した場合は、試合を行う可能性が有るので勝手に判断しない

監督不在時は、登録コーチの２９・２８番を代行とし認めるが、メンバー表提出時に報告する。

１０．　雨天の場合

（６）

（７）

（８）

（１１）

（９）

（１） 天候不良により試合実施が不明な場合は、第一試合目のチームは必ずグランドに来て確認する

尚、試合の中止等については当日の朝、グランドで決定する

（２） 第二試合目以降のチームは、午前８時３０分以降、代表者に限り電話での問い合わせを認める。

　本年度か昨年度の審判講習会参加者に限る。

②塁審を欠席した場合は、罰則金３，０００円を少軟連へ納める

抗議/交代 抗議は監督と当該選手以外は認めない。選手交代は監督以外認めない。

ベンチ

ベンチ入り

抽選番号の若チームを１塁側とする

先行/後攻

用　具 ①捕手は、マスク（スロートガード付）、ヘルメット（マスクと分離）レガース、プロテクター、

１１．　その他

（１） 試合中は、監督・コーチを含むベンチ入りの者は、特別な事情のない限りベンチの出入りをしない

ﾒﾝﾊﾞｰ表 試合開始予定時刻の３０分前に試合グランド担当理事へ３部提出する

審　判 ①原則少軟連審判部が行う。日程表に記載されているチームは塁審を担当する。但し塁審は

登　録 選手登録は、９名以上２０名以内とし、大会終了時まで変更は認めない。重複登録禁止とする。

７０球に達した打者終了迄を限度とする。４年生以下は６０球とする投球数

メンバー表提出時にチームメンバーの代表選手によるジャンケンで決定する

選手２０名以内、監督３０番、コーチ２９・２８番、チーム責任者１名、スコアラー１名

（１０）

　ファールカップ、全て着用すること。

②打者、次打者、走者、ベースコーチはヘルメットを必ず着用すること

③上記①②とバット（木製は除く）にはＪＳＢＢ公認マーク入り以外は認めない

④スパイクはチーム統一でなくて良い。運動靴可。但し、鉄スパイクは禁止とする。

　ベンチ横保護者２名以外は認めない。＊ベンチ裏へは立ち入り禁止とする。

（１２）

（１３）

（４） 背番号 監督３０番、コーチ２９・２８番（成人であること）、選手は主将１０番、他は０番～９９番までとする

９．　競技運営に関する注意事項

（１） 試合方法 各部共にトーナメント戦で行う

（２） 試合球 連盟の用意したボールＪ号を使用する

（３） シード 春季大会はノーシードとし、以降前大会の１～４位をシードチームとする（１－４/２－３）

（３） 財団法人スポーツ安全協会の保険加入者以外の登録は認めない

万が一、事故が起きた場合は連盟では責任を負わない

（４） 各大会において申込したチームの不参加は認めない、不参加の場合でも参加料・登録料は納付する

（５） 学校行事等は申込時に報告する。尚、市外の学校行事は調整しない

＊グランド内禁煙・ガムも禁止です厳守徹底

（６） 芝生の上でのノック・素振り等バットの使用禁止

（７）

（８） 前試合が早く終了した場合は、３０分早まる場合が有るためメンバー表提出時に選手が揃っている事

（９） 次試合の投手練習はメンバー表提出後、先発のバッテリーのみとする。

指導者の服装でロングバンツ・サングラス（特別な理由が有る場合は除く）は認めない

（２） 三部に限り夏季大会以降、ベスト４チームを後攻とする



　　【７】　投球練習は初回６球、以降３球とする。守備からの投手交代は５球、ベンチからは３球とする。

　　【８】　試合中のブルペンでの投球練習は選手同士で行う事とする。４年生以下は番号持ちの大人可。

　　【９】　試合前の投球練習はメンバー表提出後、先発選手に限る。

　　【６】　延長戦になった場合、規定投球数まで継続投手は投球できるが、他の守備についた

　　　　　　投手の再登板は認めない。

添付ルール

◎試合回数について

　　２０２２年度より、６回戦とする。（４年生以下は５回戦）

◎投手について

　　【１】　１日７０球以内、又は６回までとする。（４年生以下は６０球５回）

　　【２】　規定の投球数に達した場合でも、当該打者への投球が完了するまで可能とする。

　　【３】　ボークにかかわらず投球したものは、投球数にカウントする。

　　【４】　申告敬遠は可能とする。

　　【５】　投手が他の守備についても、７０球（４年以下６０球）以内で有れば再登板可能とする。

◎ヘルメットの着用について

　　【１】　ファールボール捕りに行く時や審判へボールを渡しに行く時等、守備以外でグランドへ出る場合は

　　　　　　ヘルメット着用とする。

◎ネクストバッターについて

　　【１】　サークル内ではバットを下げ座らず立った姿勢で待つ事とする。

◎延長戦について

　　【１】　ノーアウト１・２塁で、継続打順とする。

　　【２】　最大２回までとし、決しない場合は最終メンバー９名の抽選とする。

◎ホームベースについて

　　【１】　２０２３年度からホームベースは大人サイズと同じとする。



◎前審・後審について

　　【１】　ベンチ内や応援席からの不適切な行動や言葉が有った場合は、指導または退場処分を行う

　　　　　　場合がある。指導者は自チームの言動に十分注意を払って下さい。

◎指導について

　　【１】　審判講習会参加者１名を塁審として、試合開始時刻３０分前にグランドに集合とする。

◎投球数係について

　　【１】　２０２２年度はウイルス感染拡大を避けるため、試合当事者チームから１名準備する。

※　上記添付ルール記載事項には三鷹市少年軟式野球連盟のローカルルールも含まれます。

　　【２】　服装はユニホーム禁止でカウンター持参で審判に相応しい服装と審判帽とする。

◎感染について

　　【１】　グランドへ来る前に必ず体温を測り平熱を超える発熱や３７．５度を超えた場合入場禁止とする。

　　【２】　施設利用者名簿の提出。　連盟ＨＰ（各連絡）⇒（チーム連絡）⇒（施設利用者名簿）

　　　　　　メンバー表提出時に同時提出とする。ベンチ内入場者及び応援や観戦者全員記入。


